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1. 設置許可基準規則第26条への適合について 

1.1 基本方針 

1.1.1 要求事項の整理 

設置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条の要求事項を第1.1.1-

1表に示す。 

また，第1.1.1-1表において，有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化

する。 
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第1.1.1-1表 設置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条の要求事項 

設置許可基準規則第26条 
（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 
（原子炉制御室等） 

備考 

発電用原子炉施設には、次に
掲げるところにより、原子炉
制御室（安全施設に属するも
のに限る。以下この条におい
て同じ。）を設けなければな
らない。 

発電用原子炉施設には、原子
炉制御室を施設しなければな
らない。 

変更なし 

一 設計基準対象施設の健全
性を確保するために必要な
パラメータを監視できるも
のとすること。 

２ 原子炉制御室には、反応
度制御系統及び原子炉停止
系統に係る設備を操作する
装置、非常用炉心冷却設備
その他の非常時に発電用原
子炉の安全を確保するため
の設備を操作する装置、発
電用原子炉及び一次冷却系
統に係る主要な機械又は器
具の動作状態を表示する装
置、主要計測装置の計測結
果を表示する装置その他の
発電用原子炉を安全に運転
するための主要な装置（第
四十七条第一項に規定する
装置を含む。）を集中し、
かつ、誤操作することなく
適切に運転操作することが
できるよう施設しなければ
ならない。 

 

二  発電用原子炉施設の外の
状況を把握する設備を有す
るものとすること。 

３ 原子炉制御室には、発電
用原子炉施設の外部の状況
を把握するための装置を施
設しなければならない。 

変更なし 

三 発電用原子炉施設の安全
性を確保するために必要な
操作を手動により行うこと
ができるものとすること。 

第２項と同じ 変更なし 
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設置許可基準規則第26条 
（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 
（原子炉制御室等） 

備考 

２ 発電用原子炉施設には、火
災その他の異常な事態により
原子炉制御室が使用できない
場合において、原子炉制御室
以外の場所から発電用原子炉
を高温停止の状態に直ちに移
行させ、及び必要なパラメー
タを想定される範囲内に制御
し、その後、発電用原子炉を
安全な低温停止の状態に移行
させ、及び低温停止の状態を
維持させるために必要な機能
を有する装置を設けなければ
ならない。 

４ 発電用原子炉施設には、
火災その他の異常な事態に
より原子炉制御室が使用で
きない場合に、原子炉制御
室以外の場所から発電用原
子 炉 の 運 転 を 停 止 し 、 か
つ、安全な状態に維持する
ことができる装置を施設し
なければならない。 

変更なし 

３ 一次冷却系統に係る発電
用原子炉施設の損壊又は故
障その他の異常が発生した
場合に発電用原子炉の運転
の停止その他の発電用原子
炉施設の安全性を確保する
ための措置をとるため、従
事者が支障なく原子炉制御
室に入り、又は一定期間と
どまり、かつ、当該措置を
とるための操作を行うこと
ができるよう、次の各号に
掲げる場所の区分に応じ、
当該各号に定める設備を設
けなければならない。 

 
一  原子炉制御室及びその

近傍並びに有毒ガスの発
生源の近傍 工場等内に
おける有毒ガスの発生を
検出するための装置及び
当該装置が有毒ガスの発
生を検出した場合に原子
炉制御室において自動的
に警報するための装置 

５ 一次冷却系統に係る発電
用原子炉施設の損壊又は故
障その他の異常が発生した
場合に発電用原子炉の運転
の停止その他の発電用原子
炉施設の安全性を確保する
ための措置をとるため、従
事者が支障なく原子炉制御
室に入り、又は一定期間と
どまり、かつ、当該措置を
とるための操作を行うこと
ができるよう、次の各号に
掲げる場所の区分に応じ、
当該各号に定める防護措置
を講じなければならない。 

 
一  原子炉制御室及びその

近傍並びに有毒ガスの発
生源の近傍 工場等内に
おける有毒ガスの発生を
検出するための装置及び
当該装置が有毒ガスの発
生を検出した場合に原子
炉制御室において自動的
に警報するための装置の
設置 

変更なし 
（ た だ し ， 規
則 の 解 釈 に
て ， 「 当 該 措
置 を と る た め
の 操 作 を 行 う
こ と が で き
る 」 の 範 囲 に
有 毒 ガ ス を 追
加） 
 
 
 
 
 
 
追加要求事項 
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設置許可基準規則第26条 
（原子炉制御室等） 

技術基準規則第38条 
（原子炉制御室等） 

備考 

二  原子炉制御室及びこれ
に連絡する通路並びに運
転員その他の従事者が原
子炉制御室に出入りする
ための区域 遮蔽壁その
他の適切に放射線から防
護するための設備、気体
状の放射性物質及び原子
炉制御室外の火災により
発生する燃焼ガスに対し
換気設備を隔離するため
の設備その他の適切に防
護するための設備 

二  原子炉制御室及びこれ
に連絡する通路並びに運
転員その他の従事者が原
子炉制御室に出入りする
ための区域 遮蔽その他
の 適 切 な 放 射 線 防 護 措
置、気体状の放射性物質
及び原子炉制御室外の火
災により発生する燃焼ガ
スに対する換気設備の隔
離その他の適切な防護措
置 

変更なし 

－ 

６  原子炉制御室には、酸素
濃度計を施設しなければな
らない。 

変更なし 
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1.1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)対津波構造に加え，以

下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(u) 中央制御室 

中央制御室は，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，運転員の

対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれること

がない設計とする。そのために，敷地内外において貯蔵施設に保

管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質

（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送

容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化

学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」

という。）を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たって

は，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化

学物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ，固定源及び可動源を特定す

る。また，固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤

等は，現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。固定源に対して

は，運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護の

ための判断基準値を下回ることにより，運転員を防護できる設計

とする。可動源に対しては，中央制御室換気系の隔離等の対策に

より，運転員を防護できる設計とする。有毒ガス防護に係る影響

評価において，有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は，

保守管理及び運用管理を適切に実施する。 

 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

(5) その他の主要な事項 

(vi) 中央制御室 

中央制御室は，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，運転員の

対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることが

ない設計とする。そのために，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが大気

中に多量に放出されるかの観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵状

況等を踏まえ，固定源及び可動源を特定する。また，固定源の有毒

ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は，現場の状況を踏まえ，



6  

評価条件を設定する。固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガ

ス濃度の評価結果が，有毒ガス防護のための判断基準値を下回るこ

とにより，運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては，中

央制御室換気系の隔離等の対策により運転員を防護できる設計とす

る。有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤は，保守管理及び運用管理を適切に実施す

る。 

 

(2) 安全設計方針 

該当なし 
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(3) 適合性説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第３項第１号について 

万一事故が発生した際には，中央制御室内の運転員に対し，有毒ガスの発

生に関して，有毒ガスが中央制御室の運転員に及ぼす影響により，運転員の

対処能力が著しく低下しないよう，運転員が中央制御室内にとどまり，事故

対策に必要な各種の操作を行うことができる設計とする。 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが運転員に及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。そのために，敷地内外において貯蔵施設に保管されて

いる有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」とい

う。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを

発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれ

に対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影

響評価」という。）を実施する。固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒

ガス濃度の評価結果が，有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることによ

り，運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては，中央制御室換気系

の隔離等の対策により，運転員を防護できる設計とする。 

  

（原子炉制御室等） 

第二十六条 

３ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が

発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の

安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御

室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を

行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号

に定める設備を設けなければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等

内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒

ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報する

ための装置 

二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者

が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の適切に放射

線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外

の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備

その他の適切に防護するための設備 
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1.1.3 気象等 

該当なし 

 

1.1.4 設備等（手順等含む） 

6. 計測制御系統施設 

6.10 制 御 室 

6.10.1 通常運転時等 

6.10.1.2 設計方針 

(2)  設計基準事故時においても，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，

運転員の対処能力が著しく低下しないようにするとともに，運転員の

過度の放射線被ばくも考慮することで，運転員が中央制御室内にとど

まって，必要な操作，措置がとれるようにする。 

 

6.10.1.4 主要設備 

6.10.1.4.1 中央制御室 

中央制御室は，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，運転員の対処能

力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とす

る。そのために,「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月5

日 原規技発第1704052号原子力規制委員会決定）（以下「有毒ガス評価

ガイド」という。）を参照し，有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から，有毒化学物質の揮発性等の性状，貯蔵量，建屋内

保管，換気等の貯蔵状況等を踏まえ，敷地内及び中央制御室等から半径

10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し，特定し

た有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。ま

た，固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は，現場の状

況を踏まえ，評価条件を設定する。固定源に対しては，貯蔵容器全てが損

傷し，有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出

される事象を想定し，運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガ

ス防護のための判断基準値を下回ることにより，運転員を防護できる設計

とする。可動源に対しては，発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を

行い，有毒ガスの発生による異常を検知した場合は，「10.12 通信連絡

設備」に記載する通信連絡設備による連絡，中央制御室換気系の隔離，防

護具の着用等により運転員を防護できる設計とする。有毒ガス防護に係る

影響評価において，有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は，保

守管理及び運用管理を適切に実施する。 
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6.10.1.7 評  価 

(3)  想定有毒ガスの発生において，固定源に対しては，防液堤等の状況

を踏まえ評価条件を設定し，運転員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒

ガス防護のための判断基準値を下回り，可動源に対しては，中央制御

室換気系の隔離等の対策により，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。 

 

1.2 追加要求事項に対する適合方針 

1.2.1 有毒ガス防護 

東海第二発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合に，中央

制御室内の運転員に対して有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。 

固定源に対しては，漏えい時の評価を実施し，運転員の対処能力が著しく

損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。 

可動源に対しては，通信連絡設備による連絡，中央制御室換気系の隔離，

防護具の着用等により運転員の対処能力が著しく損なわれないことを確認し

た。 

有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。 
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2. 設置許可基準規則第34条への適合について 

2.1 基本方針 

2.1.1 要求事項の整理 

設置許可基 準規則第34条及び技術基準規則第46条の要求事項を第2.1.1-

1表に示す。 

また，第2.1.1-1表において，有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化

する。 
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第2.1.1-1表 設置許可基準規則第34条及び技術基準規則第46条の要求事項 

設置許可基準規則第34条 
（緊急時対策所） 

技術基準規則第46条 
（緊急時対策所） 

備考 

工場等には、一次冷却系統に
係る発電用原子炉施設の損壊
その他の異常が発生した場合
に適切な措置をとるため、緊
急時対策所を原子炉制御室以
外の場所に設けなければなら
ない。 

工場等には、一次冷却系統に
係る発電用原子炉施設の損壊
その他の異常が発生した場合
に適切な措置をとるため、緊
急時対策所を原子炉制御室以
外の場所に施設しなければな
らない。 

変更なし 

２ 緊急時対策所及びその近
傍並びに有毒ガスの発生源
の近傍には、有毒ガスが発
生した場合に適切な措置を
とるため、工場等内におけ
る有毒ガスの発生を検出す
るための装置及び当該装置
が有毒ガスの発生を検出し
た場合に緊急時対策所にお
いて自動的に警報するため
の装置その他の適切に防護
するための設備を設けなけ
ればならない。 

２ 緊急時対策所及びその近
傍並びに有毒ガスの発生源
の近傍には、有毒ガスが発
生した場合に適切な措置を
とるため、工場等内におけ
る有毒ガスの発生を検出す
るための装置及び当該装置
が有毒ガスの発生を検出し
た場合に緊急時対策所にお
いて自動的に警報するため
の装置の設置その他の適切
な防護措置を講じなければ
ならない。 

追加要求事項 
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2.1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)対津波構造に加え，以

下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(ac) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著し

く低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とす

る。そのために，有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒

ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが大気中に多量

に放出されるかの観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を

踏まえ固定源及び可動源を特定する。また，固定源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる防液堤等は，現場の状況を踏まえ評価

条件を設定する。固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガ

ス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るこ

とにより，当該要員を防護できる設計とする。可動源に対しては，

緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により，当該要員を防護で

きる設計とする。有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガ

ス影響を軽減することを期待する防液堤は，保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

 

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 

(3) その他の主要な事項 

(ⅵ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく

低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

そのために，有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防

護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが大気中に多量に放出さ

れるかの観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ，固

定源及び可動源を特定する。また，固定源の有毒ガス防護に係る影

響評価に用いる防液堤等は，現場の状況を踏まえ，評価条件を設定

する。固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価

結果が，有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより，当

該要員を防護できる設計とする。可動源に対しては，緊急時対策所
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換気設備の隔離等の対策により，当該要員を防護できる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を軽減する

ことを期待する防液堤は，保守管理及び運用管理を適切に実施する。 

 

(2) 安全設計方針 

該当なし 

 
  



14  

(3) 適合性説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第２項について 

緊急時対策所は，有毒ガスが緊急時対策所の重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低

下しないよう，当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な各

種の指示・操作を行うことができる設計とする。 

想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが当該要員に及ぼす影響に

より，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれ

ることがない設計とする。そのために，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が，

有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより，当該要員を防護でき

る設計とする。また，可動源に対しては，緊急時対策所換気設備の隔離等の

対策により，当該要員を防護できる設計とする。 

 

2.1.3 気象等 

該当なし 

 

2.1.4 設備等（手順等含む） 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.9 緊急時対策所 

10.9.1 通常運転時等 

10.9.1.1 概 要 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができる設計とする。 

（緊急時対策所） 

第三十四条 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有

毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒

ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出

した場合に緊急時対策所に おいて自動的に警報するための装置その他の

適切に防護するための設備を設け なければならない。 
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10.9.1.2 設計方針 

(5)  有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及

ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下しないよう，当該

要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な各種の指示・操

作を行うことができる設計とする。 

 

10.9.1.4 主要設備 

(1) 緊急時対策所（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

緊急時対策所は，有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下

し，安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのた

めに，有毒ガス評価ガイドを参照し，有毒ガス防護に係る影響評価を

実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，有毒ガスが大

気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化学物質の揮発性等の性

状，貯蔵量，建屋内保管，換気等の貯蔵状況等を踏まえ，敷地内及び

中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の

可動源を特定し，特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のため

の判断基準値を設定する。また，固定源の有毒ガス防護に係る影響評

価に用いる防液堤等は，現場の状況を踏まえ，評価条件を設定する。

固定源に対しては，貯蔵容器全てが損傷し，有毒化学物質の全量流出

によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し，当該

要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断

基準値を下回ることにより，当該要員を防護できる設計とする。可動

源に対しては，発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い，有

毒ガスの発生による異常を検知した場合は，「10.12  通信連絡設備」

に記載する通信連絡設備による連絡，緊急時対策所換気設備の隔離，

防護具の着用等により当該要員を防護できる設計とする。有毒ガス防

護に係る影響評価において，有毒ガス影響を軽減することを期待する

防液堤は，保守管理及び運用管理を適切に実施する。 
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2.2 追加要求事項に対する適合方針 

2.2.1 有毒ガス防護 

東海第二発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合に，緊急

時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に対して有毒

ガス防護に係る影響評価を実施した。 

固定源に対しては，漏えい時の評価を実施し，当該要員の対処能力が著し

く損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。 

可動源に対しては，通信連絡設備による連絡，緊急時対策所換気設備の隔

離，防護具の着用等により当該要員の対処能力が著しく損なわれないことを

確認した。 

有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。 
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3. 技術的能力に係る審査基準への適合について 

3.1 基本方針 

3.1.1 要求事項の整理 

技術的能力に係る審査基準の要求事項を第3.1.1-1表に示す。 

また，第3.1.1-1表において，有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化

する。 

 

  



18  

第3.1.1-1表 技術的能力に係る審査基準の要求事項 

技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈１．０共通事項） 備考 

(4) 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処

できるよう、あらかじめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員

を確保する等の必要な体制の適切な整備が行われているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

1 手順書の整備は、以下によること。 

a）発電用原子炉設置者において、全ての交流動力電源及び常設直流

電源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は

複数号機の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、発

電用原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策につ

いて適切な判断を行うため、必要となる情報の種類、その入手の

方法及び判断基準を整理し、まとめる方針であること。 

b）発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準をあらか

じめ明確化する方針であること。（ほう酸水注入系（SLCS)、海

水及び格納容器圧力逃がし装置の使用を含む。） 

c）発電用原子炉設置者において、財産（設備等）保護よりも安全を

優先する方針が適切に示されていること。 

d）発電用原子炉設置者において、事故の進展状況に応じて具体的な

重大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手

順書を適切に定める方針であること。なお、手順書が、事故の進

展状況に応じていくつかの種類に分けられる場合は、それらの構

成が明確化され、かつ、各手順書相互間の移行基準を明確化する

方針であること。 

e）発電用原子炉設置者において、具体的な重大事故等対策実施の判

断基準として確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラ

メータを手順書に明記する方針であること。また、重大事故等対

策実施時のパラメータ挙動予測、影聾評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を、手順書に整理する方針であること。 

f）発電用原子炉設置者において、前兆事象を確認した時点での事前

の対応(例えば大津波警報発令時や、降下火砕物の到達が予測され

るときの原子炉停止・冷却操作)等ができる手順を整備する方針で

あること。 

g) 有毒ガス発生時の原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員、緊

急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員並び

に重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と接続する屋外に

設けられた可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又

は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員

（以下「運転・対処要員」という。）の防護に関し、次の①から

③までに掲げる措置を講じることを定める方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のため

の判断基準値以下とするための手順を整備すること。 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊

急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者

に対する防護具の着用等運用面の対策を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

変更なし 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

追加要求事項 
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技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈１．０共通事項） 備考 

③設置許可基準規則第62条等に規定する通信連絡設備により、有

毒ガスの発生を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員から、

当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。 

2 訓練は、以下によること。 

a）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策は幅広い発電用原

子炉施設の状況に応じた対策が必要であることを踏まえ、その教

育訓練等は重大事故等時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識

の向上を図ることのできるものとする方針であること。 

b）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する要員の

役割に応じて、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行

うとともに、下記3a）に規定する実施組織及び支援組織の実効性

等を総合的に確認するための演習等を計画する方針であること。 

c）発電用原子炉設置者において、普段から保守点検活動を自らも行

って部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉

施設及び予備品等について熟知する方針であること。 

d）発電用原子炉設置者において、高線量下、夜間及び悪天候下等を

想定した事故時対応訓練を行う方針であること。 

e）発電用原子炉設置者において、設備及び事故時用の資機材等に関

する情報並びにマニュアルが即時に利用できるよう、普段から保

守点検活動等を通じて準備し、及びそれらを用いた事故時対応訓

練を行う方針であること。 

 

変更なし 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

変更なし 

3 体制の整備は、以下によること。 

a）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組

織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な

重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 

b）実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施

する組織をいう。 

c）実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が

発生した場合においても対応できる方針であること。 

d）支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営

支援組織等を設ける方針であること。 

e）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状

況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であるこ

と。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を

含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施する

ことにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 

f）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支

援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっ

ており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 

g）発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針で

あること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代

理者を明確化する方針であること。 

h）発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動す

るための施設及び設備等を整備する方針であること。 

i）支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施

状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、

広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 

 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

変更なし 

 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

変更なし 
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技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈１．０共通事項） 備考 

j）発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築

する方針であること。 

k）発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必

要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する

方針であること。 

l）運転・対処要員の防護に関し、次の①及び②に掲げる措置を講じ

ることを定める方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のため

の判断基準値以下とするための体制を整備すること。 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊

急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者

に対する防護具の配備等を行うこと。 

変更なし 

 

変更なし 

 

 

追加要求事項 
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3.1.2 追加要求事項に対する適合性 

ハ 重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故を除く。）又は重大事故 

事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影聾の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 

 

(a-7)有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこと

ができるよう，運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸

気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とす

るための手順を整備する。固定源に対しては，運転員及び災害対

策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防

護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては，

換気空調設備の隔離等により，運転員及び災害対策要員（運転員

を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよ

うにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び災害対策要員

（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用す

ることにより，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことが

できるよう手順を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知した場合，通信連絡設備によ

り，発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整

備する。 

 

(c-12)有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこ

とができるよう，運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の

吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下と

するための体制を整備する。固定源に対しては，運転員及び災害

対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス

防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対して

は，換気空調設備の隔離等により，運転員及び災害対策要員（運

転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができ

るようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び災害対策要員

（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を

配備することにより，事故対策に必要な各種の指示・操作を行う

ことができるよう体制を整備する。 
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5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力 

5.1 重大事故等対策 

5.1.4 手順書の整備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備 

(1) 手順の整備 

g．有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこと

ができるよう，運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸気

中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするた

めの手順を整備する。敷地内外において貯蔵施設に保管されている

有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」

という。）に対しては，運転員及び災害対策要員（運転員を除

く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値

を下回るようにする。敷地内において輸送手段の輸送容器に保管さ

れている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）に対しては，換気空調設備の隔離等により，

運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び災害対策要員

（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用する

ことにより，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができ

るよう手順を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知した場合は，添付書類八の

「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備により，当直発電

長に連絡し，当直発電長が発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生

を周知する手順を整備する。 

なお，通信連絡設備により通信連絡を行う手順については，「第

5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要（19／19）」に示

す「1.19 通信連絡に関する手順等」を使用する。 

 

(3) 体制の整備 

ｌ．有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこ

とができるよう，運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸

気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とする

ための体制を整備する。固定源に対しては，運転員及び災害対策要

員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては，換気空調

設備の隔離等により，運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）
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のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対

策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び災害対策要員

（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配

備することにより，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこと

ができるよう体制を整備する。 

 

3.2 追加要求事項に対する適合方針 

3.2.1 手順及び体制の整備 

敷地内可動源に対しては，換気空調設備の隔離等により，運転員及び災害

対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手

順及び体制を整備する。 

予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため自給式呼吸用保護具の配備，着用

の手順及び体制を整備し，自給式呼吸用保護具用の酸素ボンベの補給に係る

バックアップ体制を整備する。また，有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手

順についても整備する。 

手順及び体制については別添に示す。 

 

4. 別添 

中央制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地

点の有毒ガス防護について 

 

  




